
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な生活リズムを整えよう 

９月の保健目標 

令和７年度 第３号 

202５.８.２９(金) 

加美農業高校保健室 

 

 

～色覚検査の希望調査を行います～ 

｢学校保健安全法施行規則の一部改正」（平成２８年４月１日より施行）により、

希望者に色覚検査を実施しています。 

今年度の希望調査は１年生のみ行いますが、今まで検査をしていない２・３年生

も希望があれば実施します（昨年度実施した人は対象外です）。 

２・３年生で希望する人は、希望調査の用紙を渡しますので、直接保健室に申し

出てください。 

 

 

 

～部活動等のケガ・熱中症で受診した人へ～ 

夏休み中の講習・部活等での｢ケガ｣や、｢熱中症｣は場合によって、『スポーツ振

興センター災害共済給付』申請の対象になります（ただし、保険適用の場合に 

１５００円以上が対象です）。医療費助成で自己負担がない場合も適応になります。

該当する人は保健室に連絡してください。 

なお、夏休み前のケガについても、申請をするかしないか確認していきたいと思い

ます。保健室からも連絡しますが、自分の申請状況が分からない場合は、保健室に聞

きにきてください。 

 

～夏休み中に病院受診はできましたか？～ 

健康診断後に受診のお知らせをもらっていて、すでに受診した人は、『受診報

告書』を担任の先生、または保健室まで提出して下さい。用紙をなくしてしまっ

た人は、保健室で再発行しますので、申し出てください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


